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神流町立小中学校児童生徒用情報端末等貸出事業実施要綱 

神流町立小中学校 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、児童又は生徒（それぞれ学校教育法（昭和２２年法律第２６号。以

下「法」という。）第１８条に規定する学齢児童又は学齢生徒で、神流町立小中学校に在

学する者をいう。以下同じ。）のＩＣＴを活用した学習を支援することにより、学力の向

上を図ることを目的とし、児童又は生徒の保護者（法第１６条に規定する保護者をいう。

以下同じ。）に対し、神流町立小中学校（以下「小中学校」という。）が所有する情報端

末及び附属品（以下、「情報端末等」という。）を貸し出す小中学校児童生徒用情報端末

等貸出事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （貸出対象者） 

第２条 情報端末等を借り受けることができる者は、児童又は生徒の保護者とする。 

（貸出機器及び貸出台数） 

第３条 本要綱により小中学校が貸し出す情報端末等は、別表のとおりとする。 

２ 情報端末等の貸出台数は、児童又は生徒１人につき１台とする。 

（貸出申請） 

第４条 情報端末等を借り受けようとする者（以下「申請者」という。）は、小中学校児

童生徒用情報端末等貸出申請書（様式第１号）を小中学校長（以下「校長」という。）

に提出しなければならない。 

（貸出決定） 

第５条 校長は、前条の申請を受けたときは、その申請内容を審査し、情報端末等の貸出

しの可否を決定し、小中学校児童生徒用情報端末等貸出承認（不承認）決定通知書（様

式第２号）により、当該申請者に通知するものとする。 

（貸出期間） 

第６条 情報端末等の貸出期間は、前条の貸出しの決定をした日から次に掲げる日のいず

れか早い日までとする。 

 (1) 神流町立小中学校に在籍しなくなる日の前日 

 (2) 小学校第６学年に該当する者については、小学校の卒業式の日 

 (3) 中学校第３学年に該当する者については、中学校の卒業式の日 

(4) 情報端末等の入替えが必要と小中学校が認めた場合は、小中学校が別に定める日 

（貸出料） 

第７条 情報端末等は無償で貸し出すものとする。ただし、電気料等情報端末等の使用に

伴う費用は第５条の貸出の決定を受けた者（以下「借受者」という。）の負担とする。 

（借受者の遵守事項） 

第８条 借受者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 

(1) 情報端末等は児童又は生徒の学習目的以外に使用してはならない。 

(2) 情報端末等は、附属品である情報端末取扱説明書により適切に使用し、常に良好

な状態で管理しなければならない。 

(3) 情報端末等を処分し、転貸し又は譲渡してはならない。 
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（貸出承認の取り消し等） 

第９条 校長は、借受者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸出しの決定

を取り消すことができる。 

(1) 虚偽その他不正の手段により情報端末等の貸出しの決定を受けたとき。 

(2) 法令又はこの要綱に違反したとき。 

(3) その他校長が不適当と認めたとき。 

２ 校長は、前項の規定により、貸出しの決定を取り消したときは、神流町立小中学校児

童生徒用情報端末等貸出承認取消通知書（様式第３号）により、当該借受者に通知する

ものとする。 

（返却） 

第１０条 借受者は、第６条に規定する貸出期間が終了したとき又は前条に該当するとき

は、当該事由が生じた日から起算して７日以内に情報端末等を返却するものとする。 

（損害賠償等） 

第１１条 貸出期間中に生じた情報端末等に起因する事故は、学校の責に帰する事由を除

き、借受者がその責任を負わなければならない。 

２ 借受者は、情報端末等を紛失し、又は故意若しくは重大な過失により棄損したとき

は、神流町立小中学校児童生徒用情報端末等紛失・破損等報告書（様式第４号）を提出

するとともに、借受者の負担において原状に回復し、又は損害を賠償しなければならな

い。ただし、やむを得ない事由があると校長が認めるときは、この限りでない。 

３ 校長は、借受者が前条に定める返却期限までに情報端末等の返却に応じないときは、

情報端末等に相当する額を神流町立児童生徒用情報端末等相当額請求書（様式第５号）

により借受者に請求するものとする。 

（委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、校長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

別表（第３条関係） 

機器等 数量 備考 

情報端末 １  

情報端末取扱説明書 １ 学校保管 

ＡＣアダプター １  

カバーケース １  

タッチペン １  

ヘッドホン １  

拡張インターフェース １ 学校保管 

USBフラッシュメモリー １ 学校保管 

無線LAN親機（ルーター）・LANケーブル   
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様式第１号（第４条関係） 

  年  月  日 

神流町立小中学校長  様 

 

神流町立小中学校児童生徒用情報端末等貸出申請書 

 

申 請 者（保護者） 
住  所 神流町 

氏  名            印   

電  話    （    ）      

 

児童生徒名  

学校名               学校 

学年等        年      組 

同意事項 
(1) 貸出期間中に生じた情報端末等に起因する事故は、学校の責に帰する事由を除き、借受者がそ

の責任を負うこと。 

(2) 情報端末等は児童又は生徒の学習目的以外に使用しないこと。 

(3) 情報端末等は、情報端末取扱説明書により適切に使用し、常に良好な状態で管理すること。 

(4) 情報端末等を処分し、転貸し又は譲渡しないこと。 

(5) 貸出期間が終了したとき又は貸出対象者でなくなったときは、当該事由が生じた日から起算し

て７日以内に教育委員会に返還すること。 

(6) 情報端末等を紛失し、又は棄損したときは、神流町立小中学校児童生徒用情報端末等紛失・破

損等報告書を提出するとともに、借受者の負担において原状に回復し、又は損害を賠償するこ

と。 

(7) IDの利用に際し、クラウドサービスの提供会社がサ－ビスの提供・維持・保護・改善・新サー

ビスの開発のために利用情報（デバイスの情報・ログの情報・位置情報・Cookie又は同様の技術

により収集、保存されるブラウザやデバイスに関する情報）を使用すること。 

(8) 以上のほか、神流町立小中学校児童生徒用情報端末等貸出事業実施要綱の定めに従うこと。 

【貸出物品】                                     

☑情報端末  ☑情報端末取扱説明書  ☑ＡＣアダプター  ☑カバーケース 

☑タッチペン  ☑ヘッドホン  ☑拡張インターフェース  ☑USBフラッシュメモリー 

□無線LAN親機（ルーター）・LANケーブル 
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神流町立小中学校児童生徒用情報端末等貸出事業実施要綱第４条に基づき、次のとおり

申請します。また、貸出しを受けるに当たり、下記の同意事項に同意します。 

 

様式第２号（第５条関係） 

第  号 

  年  月  日 

住 所 

氏 名           様 

 

神流町立    学校    

校長        印   

 

神流町立小中学校児童生徒用情報端末等貸出承認（不承認）決定

通知書 

 

  年  月  日付けで申請のあった情報端末等の貸出しについては、神流町立

小中学校児童生徒用情報端末等貸出事業実施要綱第５条の規定により、下記のとおり決定

したので通知します。 

 

記 

 

情報端末の貸出 承 認  ・  不承認 

不 承 認 の 理 由  

貸 出 方 法 
借受児童又は生徒の 

属する学校にて貸出 
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様式第３号（第９条関係） 

第  号 

年  月  日 

 

           様 

 

神流町立    学校    

  校長        印   

 

神流町立小中学校児童生徒用情報端末等貸出承認取消通知書 

 

年  月  日付け   第   号で貸出しを決定した情報端末等について、

神流町立小中学校児童生徒用情報端末等貸出事業実施要綱第９条の規定により、下記の理

由により貸出しの決定を取消したので通知します。 

 

記 

 

取消しの理由： 
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様式第４号（第１１条関係） 

   年  月  日 

神流町立小中学校長 様 

 

神流町立小中学校児童生徒用情報機器等紛失・破損等報告書 

 

 

 

 

借 受 者（保護者）           

住  所 神流町            

氏  名            印   

電  話    （    ）      

 

神流町立小中学校児童生徒用情報端末等貸出事業実施要綱第１１条第２項の規定によ

り、以下のとおり紛失・破損の経緯を報告いたします。 

情報端末 （  紛失  ・  破損  ） 

紛失・破損時の日

時 
  年  月  日（  ）     時頃 

紛失・破損時の状

況 

破損時の状況等分かる範囲内で記入 
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様式第５号（第１１条関係） 

第  号 

年  月  日 

 

           様 

 

神流町立    学校    

  校長        印   

 

神流町立小中学校児童生徒用情報端末等相当額請求書 

 

神流町立小中学校児童生徒用情報端末等貸出事業実施要綱第１１条第３項の規定により、

下記のとおり請求します。 

 

記 

 

１ 金  額          円 

 

２ 期  限     年  月  日まで 

 

３ 納付方法 添付の納入通知書による。 

 

 

 

 

 

 


